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　特記仕様書　特記仕様書　特記仕様書　特記仕様書

　案内図・配置図　案内図・配置図　案内図・配置図　案内図・配置図

図 面 リ ス ト図 面 リ ス ト図 面 リ ス ト図 面 リ ス ト

Non ScaleNon ScaleNon ScaleNon Scale

※この図面はA3で印刷してください。※この図面はA3で印刷してください。※この図面はA3で印刷してください。※この図面はA3で印刷してください。

春日部市　学校教育部　教育施設課春日部市　学校教育部　教育施設課春日部市　学校教育部　教育施設課春日部市　学校教育部　教育施設課

Non ScaleNon ScaleNon ScaleNon Scale

牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕



　　　既存施設部分を汚染又は損傷した場合は、担当者に報告し、現状に準じて補修する。　　　既存施設部分を汚染又は損傷した場合は、担当者に報告し、現状に準じて補修する。　　　既存施設部分を汚染又は損傷した場合は、担当者に報告し、現状に準じて補修する。　　　既存施設部分を汚染又は損傷した場合は、担当者に報告し、現状に準じて補修する。

（６）　現場の安全衛生に関する管理は、関係法令等に従ってこれを行う。また、仮設計画・安全対策について（６）　現場の安全衛生に関する管理は、関係法令等に従ってこれを行う。また、仮設計画・安全対策について（６）　現場の安全衛生に関する管理は、関係法令等に従ってこれを行う。また、仮設計画・安全対策について（６）　現場の安全衛生に関する管理は、関係法令等に従ってこれを行う。また、仮設計画・安全対策について

（７）　現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所等の点検を行うなど、事故の防止に努める。（７）　現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所等の点検を行うなど、事故の防止に努める。（７）　現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所等の点検を行うなど、事故の防止に努める。（７）　現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所等の点検を行うなど、事故の防止に努める。

（８）　既存施設部分、施工済み部分等について、汚染又は損傷の恐れのあるものは、適切な方法で養生を行う。（８）　既存施設部分、施工済み部分等について、汚染又は損傷の恐れのあるものは、適切な方法で養生を行う。（８）　既存施設部分、施工済み部分等について、汚染又は損傷の恐れのあるものは、適切な方法で養生を行う。（８）　既存施設部分、施工済み部分等について、汚染又は損傷の恐れのあるものは、適切な方法で養生を行う。

（５）　受注者は担当者が指示した事項、又は担当者と協議した事項について記録し、担当者に提出する。ただ（５）　受注者は担当者が指示した事項、又は担当者と協議した事項について記録し、担当者に提出する。ただ（５）　受注者は担当者が指示した事項、又は担当者と協議した事項について記録し、担当者に提出する。ただ（５）　受注者は担当者が指示した事項、又は担当者と協議した事項について記録し、担当者に提出する。ただ

　　　し、軽微な事項については担当者の承諾を受けて省略することができる。　　　し、軽微な事項については担当者の承諾を受けて省略することができる。　　　し、軽微な事項については担当者の承諾を受けて省略することができる。　　　し、軽微な事項については担当者の承諾を受けて省略することができる。

図面名称図面名称図面名称図面名称

図面No.図面No.図面No.図面No.

縮尺縮尺縮尺縮尺

　　　は、発注者と協議の上対応する。　　　は、発注者と協議の上対応する。　　　は、発注者と協議の上対応する。　　　は、発注者と協議の上対応する。

（10）　材料についての品質又は品等級を明示していない場合には、すべて新品で中等級以上の材料を使用する。（10）　材料についての品質又は品等級を明示していない場合には、すべて新品で中等級以上の材料を使用する。（10）　材料についての品質又は品等級を明示していない場合には、すべて新品で中等級以上の材料を使用する。（10）　材料についての品質又は品等級を明示していない場合には、すべて新品で中等級以上の材料を使用する。

（11）　未検査又は不合格材料等を使用、又は使用した材料が設計図書と相違していると認めた場合には、いつ（11）　未検査又は不合格材料等を使用、又は使用した材料が設計図書と相違していると認めた場合には、いつ（11）　未検査又は不合格材料等を使用、又は使用した材料が設計図書と相違していると認めた場合には、いつ（11）　未検査又は不合格材料等を使用、又は使用した材料が設計図書と相違していると認めた場合には、いつ

　　　でもこれを交換、又は改造する。　　　でもこれを交換、又は改造する。　　　でもこれを交換、又は改造する。　　　でもこれを交換、又は改造する。

（12）　材料の搬入ごとに、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じて証明（12）　材料の搬入ごとに、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じて証明（12）　材料の搬入ごとに、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じて証明（12）　材料の搬入ごとに、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じて証明

　　　となる資料を提出する。　　　となる資料を提出する。　　　となる資料を提出する。　　　となる資料を提出する。

（９）　完成に際しては、修繕範囲内外の後片付け及び整地・清掃を行う。（９）　完成に際しては、修繕範囲内外の後片付け及び整地・清掃を行う。（９）　完成に際しては、修繕範囲内外の後片付け及び整地・清掃を行う。（９）　完成に際しては、修繕範囲内外の後片付け及び整地・清掃を行う。

Ⅰ 修 繕 概 要Ⅰ 修 繕 概 要Ⅰ 修 繕 概 要Ⅰ 修 繕 概 要

（３）　受注者は、修繕の施工に当たり、図面又は仕様書に適合し難いと認められる状態を発見した時は、直ち（３）　受注者は、修繕の施工に当たり、図面又は仕様書に適合し難いと認められる状態を発見した時は、直ち（３）　受注者は、修繕の施工に当たり、図面又は仕様書に適合し難いと認められる状態を発見した時は、直ち（３）　受注者は、修繕の施工に当たり、図面又は仕様書に適合し難いと認められる状態を発見した時は、直ち

　　　とする。　　　とする。　　　とする。　　　とする。

　　　　① 現場説明事項　② 特記仕様書　③ 設計図書　　　　　① 現場説明事項　② 特記仕様書　③ 設計図書　　　　　① 現場説明事項　② 特記仕様書　③ 設計図書　　　　　① 現場説明事項　② 特記仕様書　③ 設計図書　

　　　　④ 公共建築改修工事標準仕様書（各工事編）（最新版）「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修」　　　　④ 公共建築改修工事標準仕様書（各工事編）（最新版）「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修」　　　　④ 公共建築改修工事標準仕様書（各工事編）（最新版）「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修」　　　　④ 公共建築改修工事標準仕様書（各工事編）（最新版）「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修」

　　　　⑤ 公共建築工事標準仕様書（各工事編）（最新版）「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修」　　　　⑤ 公共建築工事標準仕様書（各工事編）（最新版）「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修」　　　　⑤ 公共建築工事標準仕様書（各工事編）（最新版）「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修」　　　　⑤ 公共建築工事標準仕様書（各工事編）（最新版）「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修」

（２）　設計図書に明示されていない部分、及び図面と仕様書とが符合しない部分があるとき、又は現場の納ま（２）　設計図書に明示されていない部分、及び図面と仕様書とが符合しない部分があるとき、又は現場の納ま（２）　設計図書に明示されていない部分、及び図面と仕様書とが符合しない部分があるとき、又は現場の納ま（２）　設計図書に明示されていない部分、及び図面と仕様書とが符合しない部分があるとき、又は現場の納ま

　　　り上生ずる材料寸法・数量・仕様等の変更で、軽微なものについては担当者の指示に従う。　　　り上生ずる材料寸法・数量・仕様等の変更で、軽微なものについては担当者の指示に従う。　　　り上生ずる材料寸法・数量・仕様等の変更で、軽微なものについては担当者の指示に従う。　　　り上生ずる材料寸法・数量・仕様等の変更で、軽微なものについては担当者の指示に従う。

（１）　本修繕は、修繕請負契約書及び設計図書に基づき施工する。各記載事項に相違がある場合は、次の順序（１）　本修繕は、修繕請負契約書及び設計図書に基づき施工する。各記載事項に相違がある場合は、次の順序（１）　本修繕は、修繕請負契約書及び設計図書に基づき施工する。各記載事項に相違がある場合は、次の順序（１）　本修繕は、修繕請負契約書及び設計図書に基づき施工する。各記載事項に相違がある場合は、次の順序

　　　べて書類を作成し、遅滞なく手続きを行う。　　　べて書類を作成し、遅滞なく手続きを行う。　　　べて書類を作成し、遅滞なく手続きを行う。　　　べて書類を作成し、遅滞なく手続きを行う。

（４）　本修繕の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他関係機関への必要な諸手続き等は、受注者がす（４）　本修繕の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他関係機関への必要な諸手続き等は、受注者がす（４）　本修繕の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他関係機関への必要な諸手続き等は、受注者がす（４）　本修繕の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他関係機関への必要な諸手続き等は、受注者がす

　　　 「監督員」は「担当者」に読み替える。　　　 「監督員」は「担当者」に読み替える。　　　 「監督員」は「担当者」に読み替える。　　　 「監督員」は「担当者」に読み替える。

 １　一般共通特記事項 １　一般共通特記事項 １　一般共通特記事項 １　一般共通特記事項 １　一般共通特記事項

　　　に担当者に通知し、発注者がこれらの場合において、修繕の内容・工期及び受注代金等を変更する必要が　　　に担当者に通知し、発注者がこれらの場合において、修繕の内容・工期及び受注代金等を変更する必要が　　　に担当者に通知し、発注者がこれらの場合において、修繕の内容・工期及び受注代金等を変更する必要が　　　に担当者に通知し、発注者がこれらの場合において、修繕の内容・工期及び受注代金等を変更する必要が

　　　あると認めるときは、受注者と協議のうえ、書面によりこれを定める。　　　あると認めるときは、受注者と協議のうえ、書面によりこれを定める。　　　あると認めるときは、受注者と協議のうえ、書面によりこれを定める。　　　あると認めるときは、受注者と協議のうえ、書面によりこれを定める。

Ⅱ 特 記 仕 様Ⅱ 特 記 仕 様Ⅱ 特 記 仕 様Ⅱ 特 記 仕 様

日付日付日付日付

学 校 教 育 部学 校 教 育 部学 校 教 育 部学 校 教 育 部学 校 教 育 部
春　日　部　市春　日　部　市春　日　部　市春　日　部　市春　日　部　市

１１１１
Non ScaleNon ScaleNon ScaleNon ScaleNon Scale

　　　　　　　　学校運営に支障のないよう十分に学校と協議の上、計画し施工すること　　　　　　　　学校運営に支障のないよう十分に学校と協議の上、計画し施工すること　　　　　　　　学校運営に支障のないよう十分に学校と協議の上、計画し施工すること　　　　　　　　学校運営に支障のないよう十分に学校と協議の上、計画し施工すること　　　　　　　　学校運営に支障のないよう十分に学校と協議の上、計画し施工すること

 ４ 修繕内容 ４ 修繕内容 ４ 修繕内容 ４ 修繕内容 ４ 修繕内容

特記仕様書特記仕様書特記仕様書特記仕様書特記仕様書教 育 施 設 課教 育 施 設 課教 育 施 設 課教 育 施 設 課教 育 施 設 課

 ２ 修繕場所　　春日部市牛島１０８０番地 ２ 修繕場所　　春日部市牛島１０８０番地 ２ 修繕場所　　春日部市牛島１０８０番地 ２ 修繕場所　　春日部市牛島１０８０番地 ２ 修繕場所　　春日部市牛島１０８０番地

修繕名称修繕名称修繕名称修繕名称

 ３ 修繕期間　　契約確定日　～　令和８年３月１９日 ３ 修繕期間　　契約確定日　～　令和８年３月１９日 ３ 修繕期間　　契約確定日　～　令和８年３月１９日 ３ 修繕期間　　契約確定日　～　令和８年３月１９日 ３ 修繕期間　　契約確定日　～　令和８年３月１９日

　　　　　　　　修繕仕様：詳細については、図面参照（図面記載内容は本修繕とする）　　　　　　　　修繕仕様：詳細については、図面参照（図面記載内容は本修繕とする）　　　　　　　　修繕仕様：詳細については、図面参照（図面記載内容は本修繕とする）　　　　　　　　修繕仕様：詳細については、図面参照（図面記載内容は本修繕とする）　　　　　　　　修繕仕様：詳細については、図面参照（図面記載内容は本修繕とする）

2025.10.2025.10.2025.10.2025.10.2025.10.

　　　　　　　　対象建物：普通教室棟、管理・特別教室棟、屋内運動場等　　　　　　　　対象建物：普通教室棟、管理・特別教室棟、屋内運動場等　　　　　　　　対象建物：普通教室棟、管理・特別教室棟、屋内運動場等　　　　　　　　対象建物：普通教室棟、管理・特別教室棟、屋内運動場等　　　　　　　　対象建物：普通教室棟、管理・特別教室棟、屋内運動場等

 １ 修繕名称　　牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕 １ 修繕名称　　牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕 １ 修繕名称　　牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕 １ 修繕名称　　牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕 １ 修繕名称　　牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕

　　　　　　　　修繕箇所：自動火災報知設備、非常警報器具、防排煙制御設備　　　　　　　　修繕箇所：自動火災報知設備、非常警報器具、防排煙制御設備　　　　　　　　修繕箇所：自動火災報知設備、非常警報器具、防排煙制御設備　　　　　　　　修繕箇所：自動火災報知設備、非常警報器具、防排煙制御設備　　　　　　　　修繕箇所：自動火災報知設備、非常警報器具、防排煙制御設備

牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕

（13）　発生材は全て構外に搬出し、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、（13）　発生材は全て構外に搬出し、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、（13）　発生材は全て構外に搬出し、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、（13）　発生材は全て構外に搬出し、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、

　　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、その他関係法令等に従い適切に処　　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、その他関係法令等に従い適切に処　　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、その他関係法令等に従い適切に処　　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、その他関係法令等に従い適切に処

　　　理する。　　　理する。　　　理する。　　　理する。

　　　担当者に速やかに報告する。　　　担当者に速やかに報告する。　　　担当者に速やかに報告する。　　　担当者に速やかに報告する。

（14）　各施工を完了したときは、その施工が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、確認事項を（14）　各施工を完了したときは、その施工が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、確認事項を（14）　各施工を完了したときは、その施工が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、確認事項を（14）　各施工を完了したときは、その施工が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、確認事項を

（15）　担当者が施工状態が適切なことを証明する必要があると認めて指示する場合は、写真、材料の各試験成（15）　担当者が施工状態が適切なことを証明する必要があると認めて指示する場合は、写真、材料の各試験成（15）　担当者が施工状態が適切なことを証明する必要があると認めて指示する場合は、写真、材料の各試験成（15）　担当者が施工状態が適切なことを証明する必要があると認めて指示する場合は、写真、材料の各試験成

　　　績報告書、施工品質保証書等の必要な資料を整理して提出する。　　　績報告書、施工品質保証書等の必要な資料を整理して提出する。　　　績報告書、施工品質保証書等の必要な資料を整理して提出する。　　　績報告書、施工品質保証書等の必要な資料を整理して提出する。

（16）　写真は、修繕の進捗状況により撮影するほか、施工の適切なことを証明する必要がある場合等に撮影し、（16）　写真は、修繕の進捗状況により撮影するほか、施工の適切なことを証明する必要がある場合等に撮影し、（16）　写真は、修繕の進捗状況により撮影するほか、施工の適切なことを証明する必要がある場合等に撮影し、（16）　写真は、修繕の進捗状況により撮影するほか、施工の適切なことを証明する必要がある場合等に撮影し、

　　　これを提出する。また、修繕完成後隠ぺいされる部分に関しては、適宜撮影し提出する。　　　これを提出する。また、修繕完成後隠ぺいされる部分に関しては、適宜撮影し提出する。　　　これを提出する。また、修繕完成後隠ぺいされる部分に関しては、適宜撮影し提出する。　　　これを提出する。また、修繕完成後隠ぺいされる部分に関しては、適宜撮影し提出する。

（17）　修繕関係書類は、担当者の指示により提出する。（17）　修繕関係書類は、担当者の指示により提出する。（17）　修繕関係書類は、担当者の指示により提出する。（17）　修繕関係書類は、担当者の指示により提出する。
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図面名称

図面No.

縮尺

日付

学 校 教 育 部
春　日　部　市

Non Scale
教 育 施 設 課

修繕名称

案内図・配置図
２

2025.10.

凡　例

：修繕部分を表す。

配　置　図　　　Ｓ＝1／NS

プール

19.5m

3.0m

3.0m

川

道
路

　
W
=
6
.
0
m

門

渡り廊下

管理・特別教室棟

普通教室棟

道路　W=6.0m

給食室

門

門

屋内運動場

修繕場所

牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕

※現地を確認する場合は、学校に連絡の上、了承を得てから行うこと。

・Ｐ型１級複合受信機（壁掛型）４０Ｌ　　１台

・副受信機　３０Ｌ　　　　　　　　　　　１台

・Ｐ型１級発信器　　　　　　　　　　　２１個

・アダプタプレート　　　　　　　　　　２１枚

・音響装置　　　　　　　　　　　　　　２１個

修繕内容【撤去・新設】

・薄型表示灯　　　　　　　　　　　　　２１個

・差動式スポット型感知器　２種　　　１１１個

・差動式分布型感知器　２種　　　　　　　７個

・定温式スポット型感知器　１種　防水　１２個

・光電式スポット型感知器　２種　　　　　６個

・光電式スポット型感知器　３種　　　　４０個

・自動閉鎖装置（防火戸用、ラッチ式）　２２個

・警報線（NP 0.9mm×4C）　　　　　　　２０ｍ

・壁掛両面スピーカー　　　　　　　　　　１個

・壁掛スピーカー　　　　　　　　　　　　１個

※上記修繕に付随する交換（撤去品の処分を含む）・配線工事費、試験調整費、点検口作成費、

現場管理費、手続き及び立会費、消耗品・雑材、諸経費等を含む。


